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○
総
務
省
令
第
十
八
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
並
び
に
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令

（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
十
七
条
第
五
項
及
び
第
二
十
七
条
第
六
項
第
一
号
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



- 2 -

改　

正　

後

改　

正　

前

 
 

（
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
屋
外
給
油
取
扱
所
の
特
例
）

（
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
屋
外
給
油
取
扱
所
の
特
例
）

第
二
十
八
条
の
二
の
五　

前
条
の
給
油
取
扱
所
に
係
る
令
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
掲
げ
る

第
二
十
八
条
の
二
の
五　

［
同
上
］

基
準
を
超
え
る
特
例
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
七　

略
］ 

［
一
～
七　

同
上
］ 

八　

条
件
付
自
動
制
御
装
置
（
当
該
装
置
の
使
用
条
件
を
満
た
す
場
合
に
お
い
て
、
給
油
取
扱
所
の
係
員
が
行
う

［
新
設
］

顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
及
び
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御
す
る
た
め

の
可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
制
御
を
代
替
し
て
自
動
的
に
行
う
装
置
で
あ
つ

て
、
告
示
で
定
め
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合

を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

イ　

顧
客
用
固
定
給
油
設
備
及
び
顧
客
用
固
定
注
油
設
備
の
周
囲
の
状
況
の
監
視
並
び
に
顧
客
の
給
油
作
業
等

の
監
視
及
び
制
御
（
以
下
「
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の
監
視
設
備
そ
の

他
の
条
件
付
自
動
制
御
装
置
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
機
器
を
、
全
て
の
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等

を
自
動
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
。 

ロ　

条
件
付
自
動
制
御
装
置
の
作
動
状
況
等
を
記
録
す
る
た
め
の
装
置
を
設
け
る
こ
と
。 

ハ　

条
件
付
自
動
制
御
装
置
を
使
用
し
て
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
行
つ
て
い
る
旨
及
び
顧
客
の
給
油

作
業
等
に
係
る
注
意
事
項
を
給
油
取
扱
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

九　

給
油
取
扱
所
の
係
員
が
行
う
第
六
号
ニ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御
す
る
た
め
の

［
新
設
］

可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
制
御
を
代
替
し
て
自
動
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
条

件
付
自
動
制
御
装
置
で
あ
つ
て
、
告
示
で
定
め
る
機
能
を
有
す
る
も
の
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

（
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
） 

（
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
） 

第
四
十
条
の
三
の
十　

令
第
二
十
七
条
第
六
項
第
一
号
の
三
の
規
定
に
よ
る
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取

第
四
十
条
の
三
の
十　

令
第
二
十
七
条
第
六
項
第
一
号
の
三
の
規
定
に
よ
る
顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取

扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

扱
所
に
お
け
る
取
扱
い
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
二　

略
］ 
［
一
～
二　

同
上
］ 

三　

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
監
視
し
、
及
び
制
御
し
、
並
び
に
顧
客
に
対
し
必
要
な

三　

［
同
上
］

指
示
を
行
う
こ
と
。

［
イ　

略
］ 

［
イ　

同
上
］ 

ロ　

顧
客
の
給
油
作
業
等
が
開
始
さ
れ
る
と
き
に
は
、
火
気
の
な
い
こ
と
そ
の
他
安
全
上
支
障
の
な
い
こ
と
を

ロ　

顧
客
の
給
油
作
業
等
が
開
始
さ
れ
る
と
き
に
は
、
火
気
の
な
い
こ
と
そ
の
他
安
全
上
支
障
の
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
上
で
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御

確
認
し
た
上
で
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
又
は
同
条
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
を
用
い
て

す
る
た
め
の
可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て

ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
開
始
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
る
状
態
に
す
る
こ
と
。
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ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
開
始
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
る
状
態
に
す
る
こ
と
。

ハ　

顧
客
の
給
油
作
業
等
が
終
了
し
た
と
き
並
び
に
顧
客
用
固
定
給
油
設
備
及
び
顧
客
用
固
定
注
油
設
備
の

ハ　

顧
客
の
給
油
作
業
等
が
終
了
し
た
と
き
並
び
に
顧
客
用
固
定
給
油
設
備
及
び
顧
客
用
固
定
注
油
設
備
の

ホ
ー
ス
機
器
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
制
御
装
置

ホ
ー
ス
機
器
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
又
は
同
条
第
七
号
イ
に

を
用
い
て
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
停
止
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え
な
い
状
態
に
す
る
こ

規
定
す
る
制
御
装
置
を
用
い
て
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
停
止
し
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
が
行
え

と
。

な
い
状
態
に
す
る
こ
と
。

ニ　

非
常
時
そ
の
他
安
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ニ
に
規

ニ　

非
常
時
そ
の
他
安
全
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ニ
又
は

定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御
す
る
た
め
の
可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含

同
条
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
制
御
装
置
に
よ
り
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
一
斉
に
停
止
し
、
給
油

む
。
）
に
よ
り
ホ
ー
ス
機
器
へ
の
危
険
物
の
供
給
を
一
斉
に
停
止
し
、
給
油
取
扱
所
内
の
全
て
の
固
定
給
油

取
扱
所
内
の
全
て
の
固
定
給
油
設
備
及
び
固
定
注
油
設
備
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
い
が
行
え
な
い
状
態
に

設
備
及
び
固
定
注
油
設
備
に
お
け
る
危
険
物
の
取
扱
い
が
行
え
な
い
状
態
に
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

［
ホ　

略
］ 

［
ホ　

同
上
］ 

２　

条
件
付
自
動
制
御
装
置
を
使
用
し
て
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

［
新
設
］

ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
（
当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
が
第
二
十
八

条
の
二
の
五
第
九
号
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
規
定
）
は
、
適
用
し

な
い
。 

一　

当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
、
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
八
号
イ
の
機
器
及
び
同
号
ロ
の
装
置
が
正
常
に
作

動
し
て
い
る
と
き
。 

二　

当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
の
使
用
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
。 

三　

火
気
そ
の
他
安
全
上
の
支
障
が
な
い
と
き
。 

四　

給
油
取
扱
所
の
係
員
が
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
き
。 

イ　

前
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
直
ち
に
、
そ
の
こ
と
を
認
知
す
る
と
と
も

に
、
顧
客
の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
引
き
継
ぎ
、
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
の
五
第
六
号
ハ
及
び
ニ
に
規

定
す
る
制
御
装
置
（
顧
客
の
給
油
作
業
等
を
制
御
す
る
た
め
の
可
搬
式
の
制
御
機
器
に
設
け
る
場
合
を
含

む
。
）
を
確
実
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

ロ　

危
険
物
の
流
出
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
直
ち
に
、
引
き
続
く
危
険
物
の
流
出
及
び

拡
散
の
防
止
、
流
出
し
た
危
険
物
の
除
去
そ
の
他
災
害
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

 
 

（
予
防
規
程
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
）

（
予
防
規
程
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
）

 

第
六
十
条
の
二　

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
項
、
第
四
項
又
は
第
六

第
六
十
条
の
二　

［
同
上
］

項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
 

［
一
～
八
の
六　

略
］

［
一
～
八
の
六　

同
上
］

八
の
七　

顧
客
に
自
ら
給
油
等
を
さ
せ
る
給
油
取
扱
所
（
条
件
付
自
動
制
御
装
置
を
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に

［
新
設
］

あ
つ
て
は
、
当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
の
使
用
条
件
そ
の
他
当
該
条
件
付
自
動
制
御
装
置
を
使
用
し
て
顧
客

の
給
油
作
業
等
の
監
視
等
を
行
う
と
き
の
保
安
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。
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［
九
～
十
四　

略
］

［
九
～
十
四　

同
上
］

［
２
～
７　

略
］

［
２
～
７　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

 
（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

 

２　

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


